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第６期大分県地球温暖化対策実行計画の策定について

第６次大分県廃棄物処理計画の策定について

大分県ごみ処理広域化・集約化計画の策定について

第４次大分県きれいな海岸づくり推進計画の策定について

くじゅう連山の登山道整備等に係るクラウドファンディングの実施について

令和7年12月8日

第112号議案： 食品衛生法に基づく営業施設の基準を定める条例の一部改正について

第６次おおいた男女共同参画プランの策定について

第３次大分県犯罪被害者等支援推進指針の策定について

第５期大分県食育推進計画の策定について

第３次大分県動物愛護管理推進計画の改訂について

第105号議案： 職員等の旅費に関する条例等の一部改正について（大分県公害紛争処理条例の一部改正）

第113号議案： 公の施設の指定管理者の指定（おおいた動物愛護センタードッグラン及び多目的広場）

大分市佐賀関の大規模火災について

福祉保健生活環境委員会　　資料
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（１）条例の概要

公害紛争処理法に基づき、公害に係る紛争の処理に関し必要な事項として、公害

審査会の設置や組織、審査会の庶務、手続費用、手数料等について定めている。

（２）改正概要（第６条の改正）

参考人または鑑定人に対し支給する旅費等に係る条文の改正

その他：一級の職務にある者、二級の職務にある者に

ついて、職員に統一。

２ 職員等の旅費に関する条例改正の内容

国内外の社会情勢の変化や国費の適正な支出等を図るため、国では国家公務員等の旅費に関する法律が改正されたところであり、本県

においても宿泊料金の高騰等の社会情勢の変化や旅行実態に合わせた旅費の支給等を行う必要があるため改正する。

職員等の旅費に関する条例等の一部改正について（大分県公害紛争処理条例の一部改正）
第105号議案

環境保全課

１ 職員等の旅費に関する条例改正の背景

主な改正内容項目

名称変更（旧車賃）及び乗合用バス等
と自家用車の場合の規定を明文化

その他交通費

甲地・乙地の区分による定額支給（旧
宿泊料）から、都道府県ごとに設定す
る宿泊費基準額を上限とする実費支給
へ改正

宿泊費

移動及び宿泊に対する対価として支払
われる費用（いわゆるパック旅行）の支
給を規定（新設）

包括宿泊費

宿泊を伴う旅行に必要な費用に充てる
ため、一夜当たり2,400円を支給

宿泊手当

通信費等を実勢単価に基づき見直し旅行雑費

現行改正案

第1項第一号
公害紛争処理法施行令(昭和45年政令

第253号。以下「令」という。)第10条の規定
により陳述若しくは意見を求められ、又は
鑑定を依頼された参考人又は鑑定人に支
給する鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料、旅行
雑費又は鑑定料

第１項第一号
公害紛争処理法施行令(昭和45年政令

第253号。以下「令」という。)第10条の規定
により陳述若しくは意見を求められ、又は
鑑定を依頼された参考人又は鑑定人に支
給する鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通
費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、旅行
雑費又は鑑定料

第２項
令第16条の条例で定める参考人又は鑑

定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、宿
泊料又は旅行雑費の額は、職員等の旅費
に関する条例(昭和26年大分県条例第28
号)の規定により二級の職務にある者が受
ける額の同一の額とし、その支給方法は、
県職員の旅費の例による。

第２項
令第16条の条例で定める参考人又は鑑

定人に支給する鉄道賃、船賃、航空賃、そ
の他交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊
手当又は旅行雑費の額は、職員等の旅費
に関する条例(昭和26年大分県条例第28
号)の規定により県職員が受ける額の同一
の額とし、その支給方法は、県職員の旅費
の例による。

３ 公害紛争処理条例の改正

令和８年４月１日

４ 施行日
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食品衛生法（昭和22年法律第233号）上の営業許可施設（飲食店等）について、食品衛生法施行規則（昭和23年厚生
省令第23号）（以下、「省令」という。）の基準（施設の構造、設備等）を参酌して、当該施設の基準を定めた条例

飲食店営業の施設において、近年のＩＣＴ技術の進歩等により、従業者が常駐せず飲料の調理等を自動で行う機
器(全自動調理機)を導入した営業形態が可能であることを踏まえ、今般省令が改正された。

令和８年４月１日（省令の施行日）

従業者が常駐して調理・提供する形態

従業者が常駐せず全自動で調理・提供する形態

<想定例>
豆から挽くコーヒーや、特に衛生的な管理が必要になる牛乳を
混和するカフェラテ等を無人で提供する営業

食品衛生法に基づく営業施設の基準を定める条例の一部改正について

１ 条例の概要（条例の位置づけ）

２ 条例改正の背景及び内容

①これまで従業者が行っていた施設の状況把握等について、
代替として機器の機能等で補完可能とする基準を新たに規定
・施設全体の衛生状態を確認する監視設備

例 カメラ設備 等
・異常発生時の施設営業者との連絡機能

例 インターホン 等
・全自動調理機の機能

例 異常発生時の停止、外部汚染防止構造、
調理後の食品保管設備 等

②従業者が常駐しない場合、基準の省略を可能とする規定を追加
例 従業者の手指消毒設備及び更衣場所、便所 等

【主な施設要件】
・従業者の手指消毒設備の設置
・排水設備の設置
・便所の設置 等

【主な施設要件 例】
・カメラによる常時監視
・温度センサーによる食品管理
・遠隔操作による機器の停止
・インターホンの設置

※手指消毒設備や排水設備等は不要

３ 施行日

背景

内容 改正省令を参酌し、県条例を改正する。（主に以下のとおり）

新

第112号議案
食品・生活衛生課
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第113号議案 公の施設の指定管理者の指定について（生活環境部関係施設） 

   令和７年度末をもって指定期間が満了する公の施設の指定管理について、次のとおり指定管理者として指定するもの。 

 

１.指定管理候補者選定の経過 

項目 年月日 

●第１回選定委員会 

（審査基準、スケジュール、募集要項等の検討） 
令和 7 年 7 月 7 日（月） 

公募開始（公告） 令和7年7月16日（水） 

公募に関する現地説明会実施 令和7年7月30日（水） 

公募に関する質問受付 
令和 7 年 8 月 4 日（月） 

～令和7年8月15日（金） 

申請書の受付（１者） 
令和 7 年 9 月 1 日（月） 

～令和7年10月3日（金） 

ヒアリング実施通知 令和7年10月8日（水） 

●第２回選定委員会 

（ヒアリング、審査、協議・選定） 
令和7年10月17日（金） 

※●は選定委員会 

 

２.審査基準 

３. 第２回行財政改革推進委員会での議論について 

利用料収入等による独立採算方式を設置当初から採用。県から委託料の支払いはない。 

 利用規則で休業日として規定されている月曜日と年末年始以外はオープン。平日や猛暑の時間帯も営業しているが、実際の利用は土日祝日に集中しており

（利用の約７割を占める）、営業時間と利用実績の乖離が見られる。現在の運営方法では、大幅な収益増が見込めない限り、事業の採算性は極めて低い状況であ

り、事業継続が困難となるおそれ。利用料金や運営方法の見直しの検討が必要。 

４.指定管理候補者及び選定委員会における評価等 

指定管理候補者 提案価格 債務負担行為額 選定委員会における評価 

株式会社そらまめ 
代表取締役 吉田 美香 

 
（参考：現指定管理者） 
九州乳業株式会社 

なし 
 

※利用料金を指定管理者

の収入として収受させ費

用を賄う 

なし 

  長年にわたり県の動物愛護行政に協力し、動物愛護ボランティアや動物病院とのつな

がりも有していることから、設置目的に沿った管理運営が可能である点が評価された。 
また、現状の運営形態では採算性が低いものの、利用実態に応じて営業日や営業時間

を柔軟に設定することで人件費の削減を図り、さらに飲食業での経験を活かした自主事

業の展開やサービス向上の取組を積極的に計画し、利用者の確保を目指している。 
（補足）令和８年第１回定例会に利用料金見直しにかかる条例改正案議案提出予定 

 

審査基準 評価項目 
１．事業計画書の内容が、住

民の平等な利用が確保され

るとともに、サービスの向

上が図られるものであるこ

と。 

（１）施設の設置目的及び県が示した管理の方針 
（２）平等な利用を図るための具体的手法及び期

待される効果 
（３）サービスの向上を図るための具体的手法及

び期待される効果 
２．事業計画書の内容が、公

の施設の効用を最大限に発

揮するものであること。 

（１）利用頭数の向上を図るための具体的な手法

及び期待される効果 
（２）施設の維持管理の内容、適格性及び実現の

可能性 
３．管理の経費の縮減が図

られるものであること。 
（１）施設の管理運営に係る経費の内容 

３．事業計画書に沿った管

理を安定して行う能力を有

しているものであること。 
 

（１）収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 
（２）安定的な管理が可能となる組織体制 
（３）安定的な管理が可能となる経理的基盤 
（４）類似施設の運営実績 
（５）情報保護の取組 

おおいた動物愛護センター（施設概要：ドッグラン、多目的広場）【公募／指定期間５年：令和８年４月１日～令和１３年３月３１日】 

議案第113号 

食品・生活衛生課 
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１ 火災の概要

• 令和７年１１月１８日（火）１７:４３頃火災発生

強風により被害拡大、約1.4 ｋｍ離れた離島（蔦島）まで延焼

• 消防・消防団による消火活動や、県防災ヘリ、自衛隊ヘリ等に

よる空中消火の実施。

⇒令和７年１２月４日（木） 鎮火

２ 被害状況

（１）人的被害 死者１名 軽傷者 １名

（２）建物被害 １８７棟焼損（約１３０世帯）

３ 避難者の状況（佐賀関市民センター）

5 4世帯・7 6名（12月8日7 :0 0時点）

※最大避難者数 1２１世帯・18 ０名（18日2 3 :0 0時点）

諸般の報告①
防災局大分市佐賀関の大規模火災について

19日0時頃 20日

４ 主な対応について

（１）自衛隊災害派遣の要請（11月19日9 :0 0要請）

・19日0 :3 0知事から陸上自衛隊第4師団長へ連絡

・本土、離島合わせて113回空中消火(～2 6日撤収)

（２）災害救助法の適用（１１月19日適用決定）

（国と県で費用負担）

・避難所の設置、炊き出しなどに食料、

医療等サービスの提供 など

（３）被災者生活再建支援法の適用（11月2 5日適用）

（国と県で費用負担）

住宅が全壊等となった世帯に対し最大30 0万円を支給

（４）復旧・復興に向けての支援等を国に要望（11月2 7日）

知事が、高市総理、林総務大臣をはじめとする計6名の大臣、

消防庁長官に対して支援を要望。

（５）災害等廃棄物処理事業費補助金（11月2 7日適用）

半壊以上の倒壊家屋の処分費用を国と市が負担

○大分県佐賀関被災者生活再建支援本部（11月2 8日）

本部長：知事 副本部長：副知事 本部員：各部局長

つたしま
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第６次おおいた男女共同参画プランの策定（素案）について

男
女
共
同
参
画
に
向
け
た

意
識
改
革

■計画の策定にあたって

パブリックコメ
ント実施(12月)

県議会
策定議案(2月)

完成公表
(3月)

（１）計画策定の趣旨
男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
男女の平等を基礎とした男女共同参画社会の実現を図るもの

（２）計画の性格・位置づけ
①「男女共同参画社会基本法」に基づく県男女共同参画計画
②「女性活躍推進法」に基づく県推進計画
③「県男女共同参画推進条例」に基づく男女共同参画計画
④「県長期総合計画」の部門計画

（３）計画の期間 令和８年度～令和１２年度（５年間）

策定
スケジュール

■１ 総論編
第１章 社会情勢の変化

第２章 前計画の評価

第３章 計画の基本的な考え方
（１）基本理念

男女共同参画推進条例第３条各項に規定する６つの基本理念
を計画における基本理念とする。

（２）目指す姿
･誰もが自らの意思に基づき、個性と能力を発揮できる、
多様性と活力に富んだ大分県

･あらゆる分野に男女共同参画と女性活躍の視点を取り込み、
誰もが仕事と生活の調和を図ることができる大分県

･暴力が根絶され、誰もが人権を尊重され尊厳を持って暮ら
せる大分県

（３）計画の体系

■２ 各論編 ※右欄に記載

■３ 推進体制

■４ 女性活躍推進法に基づく都道府県推進計画

男
女
が
安
心
で
き
る

生
活
の
確
保

女
性
の
活
躍
の
推
進

Ⅰ

基本
目標

主な取組重点目標

1 男女の平等と
人権を守る環境
づくり

2 男女共同参画意
識の一層の向上
と社会制度・慣
行の見直し

3 男女共同参画を
推進し多様な選択
を可能にする教
育・学習の充実

1 様々な分野での
女性の参画促進

2 女性の職業生
活における活躍
の推進

3 職業生活と家
庭生活との両立
の推進

4 男女が共に支
える地域づくり
の推進

1 生涯を通じた健
康支援

2 ＤＶ、性犯罪・
性暴力等の被害
者支援

3 暴力の根絶に向
けた取組の推進

(1)家庭･地域･働く場における固定的な性別役割分担意識の解消

(2)様々な困難を抱えた人の人権を尊重する意識の醸成
(3)男女共同参画を担う人材等の育成

(1)全県的な広がりを持った広報･啓発の一層の充実･強化
(2)家庭･地域･働く場等における社会制度･慣行の見直し
(3)男女共同参画にかかる調査の実施、情報の収集･整備･提供
(4)女性の活躍推進を通じた男女共同参画意識の浸透

(1)男女平等を推進する教育･学習の充実

(2)多様な選択を可能にする教育･能力開発･学習機会の充実

(1)あらゆる分野における女性の参画拡大
(2)政策・方針決定過程への女性の参画拡大
(3)雇用者における女性の管理職登用促進

(1)本人の希望に応じた多様で柔軟な働き方の実現
(2)雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
(3)企業における取組の促進
(4)女性の活躍推進に向けた啓発活動

(1)男性の意識と職場風土の改革
(2)職業生活と家庭生活の両立のための環境整備

(1)地域における男女共同参画の推進
(2)地域における安全・安心の確保
(3)女性や若者等に選ばれる地域づくり

(1)暴力の予防と根絶のための基盤づくり
(2)こども、若年層に対する性的な暴力等の根絶に向けた

対策の推進

(1)生涯を通じた男女の健康の増進
(2)女性のライフイベント(妊娠･出産等)に関する健康支援

(1)暴力の防止及び被害者の保護等の推進
(2)性犯罪･性暴力､ストーカー行為等への対策の推進
(3)困難な問題を抱える女性への支援

Ⅲ

Ⅱ

【
総
合
目
標
】
誰
も
が
自
分
ら
し
く
、
い
き
い
き
と
活
躍
で
き
る
大
分
県

諸般の報告②
県民生活・男女共同参画課

計画の構成

■５ 資料編
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Ⅲ 重点課題及び具体的支援策

第３次大分県犯罪被害者等支援推進指針の策定について

【期間】

Ⅰ 性格・目的・期間

１．犯罪被害者等の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利
を尊重すること

２．支援が個々の事情に応じて適切に行われること
３．支援が途切れることなく行われること
４．支援施策が県民の理解と協力を得ながら展開されること
５．国、県、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等の

支援に関係するものによる相互の連携及び協力の下で推
進されること

Ⅱ 基本方針

【性格】

犯罪被害者等基本法第５条及び犯罪被害者等支援条例
第１０条第１項の規定に基づき、本県の犯罪被害者等の
支援を総合的かつ計画的に推進するために定めるもの

犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図
るとともに、誰もが安心して暮らすことができる社会の
実現を目指す

【目的】

令和８年度〜令和１２年度

【重点課題 第１】

損害回復・経済的支援等への取組

・損害賠償の請求に関する周知等 ・給付金制度の充実等
・居住の安定 ・雇用の安定等 ・日常生活の支援

【重点課題 第２】

精神的・身体的被害の回復・防止への取組

・保健医療サービス及び福祉サービスの充実等
・安全確保の充実 ・保護、捜査、公判における配慮の充実等

【重点課題 第３】

刑事手続への関与拡充への取組

・刑事の手続きに関する情報提供の充実等

【重点課題 第４】

支援等のための体制整備への取組

・相談及び情報提供の充実強化
・研修の充実と人材の養成等 ・民間の団体に対する援助

【重点課題 第５】

県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

・学校における犯罪被害防止教育の推進 ・広報啓発活動の促進
Ⅳ 今後のスケジュール

令和８年 １月 支援ネットワーク会議 素案協議
２月 パブリックコメント実施
３月 第１回定例会常任委員会 成案報告

公表

【推進体制】

・県、県警、教育委員会などの関係機関が相互に連携・協力

・個別事案に対して、複数の機関・団体でワンストップ支援

犯罪被害者等支援
シンボルマーク

「ギュッとちゃん」

諸般の報告③
県民生活・男女共同参画課
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第5期大分県食育推進計画の策定について
諸般の報告④

食品・生活衛生課

【目 的】 生涯にわたる健全な食生活の実現を目指し、食育に関する施策や取組を総合的に推進することや取組を総合的に推進する
【位置づけ】 （１） 食育基本法第１７条及び六次産業化・地産地消法第４１条に基づく県計画

（２） 大分県食育推進条例２０条に基づく計画
（３） 大分県長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン2024～新しいおおいたの共創～」の部門計画

１ 計画の目的・位置づけ

令和８年度～令和１２年度 ５年間

２ 計画の期間

・「うまい・楽しい・元気な大分」の実現に
向け、引き続き、一人ひとりが「えらぶ・つ
くる・たべる」力を身に付けられるよう食
育を推進していく。

・加えて、３つの力を身に付けるために必
要な「食に関する正しい知識の理解」を促
進していく。

３ 計画の方向性 施策の例主要な施策基本的な視点
・食育人材バンク登録人材
派遣事業

（１）生涯を通じた食育の推進１ 健全な食生活を実践
できる県民の育成
（生涯を通じた取組） ・食の安全安心スクール（２）食の安全・安心への理解

促進
・郷土料理の情報発信（１）食文化の継承と発展２ 魅力ある地域の食文

化の次世代への継承と
活用（地域での取組） ・搾乳体験やバターづくり

体験
（２）農林漁業体験等を通じた

体験活動の推進
・とよの食彩愛用店（３）地産地消の推進
・食の健康応援団（４）健康を支える社会環境の

整備
・食品ロス削減（１）環境に配慮した食生活の

推進
３ 食を育む環境との共
生（次世代へつなぐ取
組） ・有機農業等の推進（２）環境と調和のとれた農林

水産業の推進

令和7年12月 パブリックコメント実施

令和8年 ２月 食育推進会議（成案）

令和8年 ３月 第1回定例会常任委員会
報告

４ 今後のスケジュール

【目指す姿】 うまい・楽しい・元気な大分
【基本目標】 ・健やかに食を楽しむ心豊かな人づくり

・次世代へ受け継がれていく活力ある地域づくり

第５期大分県食育推進計画の骨子
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（１）背 景 令和３年度～令和１２年度の１０年間の計画であり、令和７年度は計画の５年目にあたり、見直しの時期となっている
（２）目 的 人と動物が 愛情豊かに 安心して暮らせる大分県をめざす
（３）位置づけ ① 「動物の愛護及び管理に関する法律」第６条に基づく計画

② 国の「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」に即した計画
③ 大分県長期総合計画「安心・元気・未来創造ビジョン2024」の部門計画

１ 改訂の背景・目的

第３次大分県動物愛護管理推進計画の改訂について 諸般の報告⑤
食品・生活衛生課

２ 改訂の概要

追加、変更する施策の主な例主要な施策内容基本目標

①市町村の不妊去勢手術助成事業の促進
②多頭飼育対策の強化

(1)犬・猫の処分頭数減少への取組１ 動物を愛護し、動物との暮らしを楽しみ、動物
の終生飼養に責任をもつ

２ 動物の特性や飼い方、しつけの方法を理解し、
他人に被害や迷惑をかけない飼養をする

３ 各地域で動物愛護管理の取組をする人材を
育成し、人と動物が共生できる社会の実現を
目指す

①ボランティア確保・育成の取組強化
②クラウドファンディングの実施

(2)ボランティアとの連携・支援

①ペット同行避難訓練の推進
②災害時動物ボランティアの育成

(3)ペット防災の推進

①公衆衛生獣医師の確保(4)公衆衛生獣医師の確保

①SFTS（重症熱性血小板減少症候群）対策(5)動物由来感染症対策

３ 今後のスケジュール

１２月
市町村意見聴取

１２月～１月
パブリックコメント

１２月
計画案作成

３月
第１回定例会常任委員会 計画報告

３月
公表

動物愛護に関する近年の情勢変化への対応や、「安心・元気・未来創造ビジョン2024」の目標達成に向け、必要な見直しを行う。

目標指標 （ビジョン2024の目標指標と同数）
犬猫の殺処分数 １９６頭（令和１２年度）

（参考）
現行目標値 ９００頭（令和１２年度）

実績値 ２５６頭（令和６年度）
95 48 76 38 25 

1,088 
524 481 512 231 196 125 

1,183 
572 557 550 

256 

R2 R3 R4 R5 R6 R12 R15

犬 猫殺処分数の推移・目標

新目標値 ビジョン2024
最終目標値

新

新

拡

拡

新

新
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＜本県の削減目標＞
（2013年度比）

・県の2030年度目標は現計画
の削減目標を維持

・2040年目標は、省エネや再
エネ導入の努力継続に加え、
技術革新と社会実装の進展
を期待し、幅をもった目標
を設定（最大で国と同水準）

第６期大分県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定について
諸般の報告⑥

環境政策課

R7年12月～R8年1月
パブリックコメント

令和８年３月末
計画決定・公表

１ 基本的事項

２ 主な内容

３ 今後のスケジュール

令和８年３月
第１回定例会常任委員会 計画案報告

【目 標】
＜国の削減目標＞
（2013年度比）

・国は令和7年2月に地球温暖
化対策計画を改定

・排出削減と経済成長の同時
実現に向け、2050年ＣＮに
向けた直線的な経路で2030、
2040年度目標を設定

【取組方針】
１．環境と経済・社会のバランスを保ちながら、県民や企業と一体

となった取組を進める
・さらなる省エネ等に加え、産業部門における技術革新と社会実装が不可欠
・環境に配慮する企業等が取引や消費行動の中で広く評価される社会づくり

２．地域資源を有効活用し、選ばれる地域になる
・再生可能エネルギーを防災力の強化やグリーン水素の製造、カーボンクレ
ジットの創出などに役立て、地域に新たな価値を創出

３．新たな経済成長の契機となる環境対策をビジネスチャンスに
つなげるための取組を進める

・サプライチェーン全体で排出量を削減する動きが広がる中、中小企業等
が脱炭素の取組を活かし、販路拡大等にチャレンジする動きを後押し

【目 的】
・「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」に向けた県全体の中期的

な温室効果ガスの削減目標を示す
・本県の自然的・社会的条件を踏まえた「緩和策」と気候変動の

影響による被害を回避・軽減する「適応策」を明らかにする 【期 間】
・2026（令和8）年度から2030（令和12）年度まで

【位置づけ】
・「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく都道府県実行計画
・「気候変動適応法」に基づく「地域気候変動適応計画」
・「第４次大分県環境基本計画」の個別計画

【主な取組等】
① 省エネの一層の推進
・高効率設備の導入や、断熱、遮熱等あらゆる省CO2技術の活用を推進

② 電化・燃料転換の推進
・水素の製造と利活用や、ＬＮＧ等の低炭素燃料への転換を推進

③ 再生可能エネルギーの導入拡大
・太陽光や蓄電池、地熱、バイオマスなど再エネ発電設備の導入を促進

④ 技術革新と環境価値を評価する取組の拡大
・グリーン事業者認証、J-クレジット創出、サステナブルファイナンス等

⑤ 吸収源対策の推進
・早生樹の再造林等による吸収源の拡大や森林クレジットの創出

その他：再エネ促進区域の環境配慮基準設定
・市町村が促進区域を設定する場合に除外すべき区域などを明示

2040年度2030年度（大分県）
△54~△67％△36％全体
△41~△59％△26％産業部門
△81％△51％業務部門
△76％△66％家庭部門

△56〜△73％△35％運輸部門
△46％△24％その他

2040年度2030年度（国）
△73％△46％全体

△57~△61％△38％産業部門
△79〜△83％△51％業務部門
△71〜△81％△66％家庭部門
△64〜△82％△35％運輸部門

△55％△31％その他
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１ 計画の目的及び位置付け

２ 計画の概要

３ 今後のスケジュール

「第６次大分県廃棄物処理計画」の策定について

（１） 目 的

（２） 位置付け
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の５の規定に基づく法定計画 （国の基本方針に即して定めなければならない。）
・「大分県長期総合計画」の部門計画である「大分県環境基本計画」の資源循環の推進と廃棄物対策を行うための個別計画

（１） 計画期間

（２） 現 状

（３） 目 標

目標値
(R12)

予測
(R12)

現状
(R5)

【一般廃棄物】
指標

478.0 以下515.8512.11人1日当たりの家庭系ごみ排出量(g/日・人)

20.0 以上18.318.1循環利用率（％）

20,300 以下23,58725,450最終処分量（ｔ/年）

目標値
(R12)

予測
(R12)

現状
(R5)

【産業廃棄物】
指標

2,880 以下2,9703,116排出量(千t/年)

47.0 以上45.545.6循環利用率(％)

60,100 以下73,86679,907最終処分量（ｔ/年）

①資源循環の促進 → プラスチック代替製品の使用促進、適正分別の徹底、動静脈連携体制の構築 等
②廃棄物の適正処理の推進 → リチウム電池の適正処理推進、デジタル技術導入の支援、監視システムの強化 等
③脱炭素化の推進 → 二酸化炭素の削減に資する施設整備の推進・支援の検討 等
④災害廃棄物処理体制の構築 → 災害廃棄物処理体制の確保・近隣自治体との連携強化、産廃処理施設の活用 等

令和８年度～令和１２年度（５年間）

大分県内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。
また、国の基本方針で示された、循環経済への移行、脱炭素化の推進、デジタル技術の活用も、新たに取り組む。

【一般廃棄物】
・ 1人1日あたりのごみ排出量は減少傾向にあるが、更に削減

させる取組が必要
・ 再生利用量は減少傾向にあり、増加させる取組が必要
・ 最終処分量は減少傾向にあるが、更に削減させる取組が必要

【産業廃棄物】
・ 排出量は増加傾向にあり、削減させる取組が必要
・ 再生利用量は横ばい状態にあり、増加させる取組が必要
・ 最終処分量は横ばい状態にあり、削減させる取組が必要
・ 不法投棄、不適正処理が発生しており、更なる対策が必要

（４） 基本方針・施策

公表1月～2月ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ1月 環境審議会答申 3月 第1回定例会常任委員会 報告

諸般の報告⑦
循環社会推進課
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１ 計画の目的及び位置付け

２ 計画の概要

３ 今後のスケジュール

「大分県ごみ処理広域化・集約化計画」の策定について

（１） 目 的

（２） 位置付け
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の５の規定に基づく法定計画 （国の基本方針に即して定めなければならない。）
・「大分県長期総合計画」の部門計画である「大分県環境基本計画」の個別計画

（１） 計画期間

（３） 計画の進捗管理

令和８年度～令和３２年度（２５年間） ※５年ごとに見直し

人口減少に伴うごみ排出量の減少や、廃棄物処理施設の維持管理費・更新コストの増大などの課題を踏まえ、将来にわたり安定的
かつ効率的な廃棄物処理体制を確保するため、「大分県ごみ処理広域化・集約化計画」を策定する

（２） 広域化ブロックの設定

公表1月～2月ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ1月 環境審議会答申 3月 第1回定例会常任委員会 報告

諸般の報告⑧
循環社会推進課

現状構成市町村名ブロック名

令和9年度に
達成見込み

大分市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、由布市大分

達成済み別府市、杵築市、日出町別杵

未達成豊後高田市、宇佐市、国東市、姫島村県北

未達成中津市、【新】福岡県の近隣自治体中津

達成済み佐伯市県南

未達成日田市、九重町、玖珠町日田玖珠

広域化・集約化の達成に向けて、適宜ごみ処理広域化・集約化協議会を開催し、進捗確認や計画のフォローアップを実施
また、計画の見直しの際には、より広域化・集約化を目指し、引き続きごみ処理広域化・集約化協議会で議論していく

計画策定にあたっては、市町村の合意が必要となったことから、県と市町村で構成する
「ごみ処理広域化・集約化協議会」を設置・議論し、広域化ブロックを見直し

近隣自治体
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主な取組の内容主な取組基本方針
海岸ごみ相談窓口の整備、県の支
援策の周知

１ 相談・情報提
供体制の整備

Ⅰ 海岸ご
みの円滑
な処理の
推進

関係機関による海岸漂着物の回
収・処理２ 海岸ごみ処理

対策事業の推進 NPO団体等による海岸漂着物回
収・処理活動への支援強化
災害時における海岸漂着物の早期
回収・処理

３ 災害時におけ
る迅速な対応

海岸漂着ごみ組成実態調査の実施１ 組成の調査

Ⅱ 効果
的な発生
抑制対
策の推進

ごみの不法投棄監視の強化
２ 発生源に応じ
た発生抑制対策
の推進

３Rの推進、おおいたグリーン事業
者認証制度の活用
漁協と連携した漁業者等への啓発
及び漁港パトロールの実施

3月2月1月

第４次大分県きれいな海岸づくり推進計画の策定
１ 計画の目的及び位置づけ

目的︓海岸ごみの現状について理解を深めるとともに、海岸漂着物対策等に、行政をはじめ、県民、関係団体等が連携して総合的な取組を行う。

２ 計画の概要

公表
第1回定例会

常任委員会 報告

大分県長期総合計画 大分県環境基本計画 大分県廃棄物処理計画
部門計画 個別計画

海岸漂着物処理推進法 国の基本方針（第13条）、地域計画（第14条） きれいな海岸づくり推進計画
（海岸における漂着・漂流ごみ対策）国

県

3 スケジュール

パブリックコメント

期間︓令和8年度〜令和12年度 基本理念︓「ごみのないきれいな海岸づくりを通じて、地域と環境が共生するうつくしい大分県」

諸般の報告⑨
循環社会推進課

主な取組の内容主な取組基本方針

NPO等と連携した普及啓発・
環境教育の推進

１ 情報提供・普及
啓発・環境教育の
推進

Ⅲ 県民みんな
で進めるきれ
いな海岸づくり 海岸クリーンアップ作戦等の

実施
２ 海岸クリーンアッ
プ活動の推進

大分県流木等処理対策検討
会議等による連携の推進１ 関係機関、民

間団体との連携の
推進

Ⅳ 地域連携と
協働の推進 関係自治体との情報交換・相

互協力等の推進

R12目標︓19,250人海岸清掃参加人数目標

【参考】 R6実績︓17,633人
（第3次計画 R6目標︓17,750人）
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くじゅう連山登山道整備等に係るｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞについて
諸般の報告⑩

自然保護推進室

□使途 ・県が直接整備するくじゅう連山の県管理登山道の修繕等
・自然保護団体等が行う登山道補修や植生復元、草原の維持等

への支援
□目標額 2,000千円
□募集期間 令和7年11月18日 ～ 令和8年2月15日（90日間）

※「ふるさとおおいた応援基金」に積み立て後、適宜事業に充当

１．現状・課題

２．クラウドファンディングの概要

【ふるさと納税を活用した事業スキーム】

⇒くじゅう連山の自然を守るため、「YAMAPふるさと納税」を活用したクラウドファンディ
ングを実施します

YAMAPふるさと納税…
登山アプリダウンロード数（５００万超）で
国内トップシェアを誇るアウトドア関連企業
である株式会社ヤマップ（本社：福岡県福岡
市） が運営する自然体験や自然環境保全の応
援に特化したクラウドファンディング

・多くの登山客が訪れるくじゅう連山を始め、くじゅうの自然は県や
市町村、地元の保護団体等による保全活動で守られてきた。
広大なくじゅう連山の登山道や自然環境を維持するためには多くの
人手と費用が必要

・くじゅうの自然を安全で快適に楽しんでいくためには、県内外から
訪れる多くの来訪者も含め、皆で守っていくことが大切

クラウドファンディング
ページはこちらから→
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